
令和８年度和歌山県関係人口創出プラットフォーム「わかやまFUNBASE」プロモーション業務 公募型プロポーザルの実施に係る質問事項の回答

該当箇所

公募要領又は仕様書 該当ページ 項目番号 分類

1 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

「拠点の運営」とは、専用ブース等の造作物を設置するのではなく、受託者
が施設内に在席し、「和歌山県庁のコンシェルジュ（代表窓口）」のような立
ち位置で、他の会員への声掛けやマッチング、プラットフォームの紹介を行
うという理解で相違ないでしょうか。移住相談等はせず、希望者は県や移住
相談員にお繋ぎするイメージで問題ないでしょうか。

ご認識のとおりです。

2 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

仕様書には「他の会員との交流を通じて、当県の地域課題の解決に向けた
協働を促進すること」とありますが、この「協働の促進」について、県が期待
する具体的な成果指標（例：マッチング件数、プロジェクト数、プラットフォー
ムへの新規登録者数など）は設定されていますか。また、在席時の活動とし
て、声掛け以外の具体的な手法（例：QWS内掲示板の活用、小規模な交流
会の随時開催など）について、県のご意向や制限等はありますでしょうか。

SHIBUYA QWS内に設置する拠点の運営において、特に期待するのは、他会
員との交流を契機とする、協働によるプロジェクトの形成です。数値による成
果指標は設けませんが、マッチング件数や協働によるプロジェクト件数、
SHIBUYAQWS会員が特に関心を寄せる地域課題については、進捗状況の
報告時にお聞きしたいと考えています。
また、在席時の活動について、特に制限は設けませんが、本業務の取組主
旨及びSHIBUYAQWSのコンセプトに沿った活動内容としてください。

3 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

「運用保守・利用促進業務」の受託者とも相互に連携することが求められて
いますが、両者の在席日が重なるように調整し、共同でQWS会員へのアプ
ローチを行うことは想定されていますか。両者の具体的な役割分担や、情
報の共有方法（定例会の有無など）について、現時点で想定されているもの
はありますか。

より多くの会員との交流機会を確保する観点から、本業務における在席日と
令和８年度「わかやまFUNBASE」運用保守・利用促進業務の受託者の在席
日は、原則、別日を想定しています。

役割分担（主な業務）としては、次のとおりです。
・本業務・・・他の会員と「地域の人・団体」との協働による地域課題解決に向
けたプロジェクトの創出、推進。（首都圏人材（SHIBUYAQWS）と地域側（「地
域の人・団体」や県・市町村担当者等）とのマッチング）
・令和８年度「わかやまFUNBASE」運用保守・利用促進業務の受託者・・・「わ
かやまFUNBASE」の周知、サポーター登録の促進。

また、情報の共有方法としましては、業務の進捗状況の報告を各事業者から
受け、必要であれば情報共有のための打合せなども検討したいと思います。

4 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(２) イベント企画設計支援
支援対象となる団体やイベントの内容は、すでに県の方で決まっているので
しょうか。また、支援の開始時期について目安があれば教えてください。

支援対象となる団体やイベント内容は、今後決定しますが、次のような目的
のイベントが想定されます。また、イベントの内容自体が決定しておらず、イ
ベントの題材となる地域課題の抽出段階から支援を行う場合もあります。
＜支援対象となるイベントの内容（案）＞
・地域課題や取組みを紹介し、幅広い関わりを促すもの
・地元産品のPRを行うともに、利活用のアイデアを募るもの

支援の開始時期については、初回の支援は契約締結後すぐ、またそれ以降
は、それぞれのイベントの３～４か月前を想定しています。複数イベントを同
時進行で支援することとなります。
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5 委託業務仕様書 Ｐ１ 2 業務の概要及び目的

和歌山県が首都圏人材の中でも特にアプローチしたい層（例：副業に関心
のある専門職、将来的な移住を考える若年層など）や、優先的に取り上げ
たい和歌山県の地域課題（例：農産業の継承、空き家利活用など）はありま
すか。

特にアプローチしたい層としては、自身（自社）が持つスキルやノウハウを活
かし、地域の課題解決に携わりたい意向を持つ方です。
また、地域課題は多岐にわたるため、特に優先的に取り組む分野の設定は
しておりませんが、例えば、第一次産業の担い手確保、増加する空き家への
対策、地球温暖化への適応、特色を生かした産業育成、災害対策などを想
定しています。

6 業務委託仕様書 Ｐ１ 2 業務の概要及び目的
本業務において、県が特に重視する成果指標（KPI）があればご教示くださ
い。
例：イベント参加人数、「わかやまFUNBASE」サポーター登録数

具体的な数値による成果指標は設定しませんが、イベントの企画運営におい
ては、集客目標20～30名を設定しており、参加者のうちサポーター登録につ
ながった人数には注目します。
また、拠点の運営については、質問番号2を御確認ください。

7 業務委託仕様書 Ｐ１ 2 業務の概要及び目的
本業務で想定している主たるターゲット層について、県として重点的に
想定している人物像があればご教示ください。

質問番号5を御確認ください。

8 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

「令和８年度『わかやまFUNBASE』運用保守・利用促進業務」の受託者との
連携について、現時点で想定されている役割分担や連携内容があればご
教示ください。

質問番号3を御確認ください。

9 公募要領 様式８ ― 提出書類
様式8「提案者の概要に関する調書」の寄付行為とは、具体的にどのような
ことでしょうか。

様式8では、「寄付行為」と記載していますが、正しくは「寄附行為」です。
混乱させてしまい申し訳ありません。
なお、寄附行為とは、法人の規則となる書面を指します。法人によって名称
（定款又は寄附行為）が異なります。企画提案者が寄附行為を定めている法
人である場合、その寄附行為に定める事業内容を記載ください。

10 業務委託仕様書 Ｐ１ 2 業務の概要及び目的 現在のサポーター登録数・属性（年齢/居住地）

サポーター登録数は、２０５名であり、属性については次のとおりです。（令和
８年５月２５日時点）

＜属性内訳＞
・年代別
１０代：５名、２０代：５５名、３０代：２５名、４０代：２８名、５０代：５８名、６０代：
２７名、７０代：６名、不明：１名
・居住地別
関東：５６名（うち東京：３０名）、中部：９名、近畿：１３５名（うち和歌山県：６９
名）、中国：２名、九州・沖縄：３名

11 業務委託仕様書 Ｐ１ 2 業務の概要及び目的 ターゲットにしたい年齢層、像（例：若手、観光目的の方） 質問番号5を御確認ください。
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12 業務委託仕様書 Ｐ１ ４-(１) イベントの企画運営 過去実施されたイベントで、反響が高かった施策があればご教示ください。 過去の実施はありません。

13 業務委託仕様書 Ｐ１ ４-(１) イベントの企画運営
ゲスト及び司会進行の手配について、弊社から直接交渉するのか、和歌山
県庁へ提案して交渉いただくのかどちらになりますでしょうか。

受託事業者にて交渉していただきます。

14 業務委託仕様書 Ｐ１ ４-(１) イベントの企画運営
県として協力いただける、活用可能な広報媒体はありますでしょうか（例：
X,Instagram）

Instagram「わかやまFUNBASE」（wakayama_funbase)があります。

15 業務委託仕様書 Ｐ１ ４-(１) イベントの企画運営
イベント広報に係るキービジュアル、バナー（HP用、SNS用各サイズ）の、必
要な種類をご教示ください。

「種類」が画像ファイルの形式のことを指すのであれば、ホームページ、SNS
掲載に対応したものであれば、特に指定ありません。

16 業務委託仕様書 ― ― ― ロゴ使用における規定はありますでしょうか。
「わかやまFUNBASE」のロゴを指すのであれば、特に規定はありません。本
業務に必要な範囲内で使用いただけます。

17 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

渋谷QWSの30回のスケジュール感のイメージはございますでしょうか。 月３～４回を想定しています。

18 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

渋谷QWSに直接問い合わせは可能でしょうか。
SHIBUYAQWSの施設利用に係る一般的な問い合わせをされることは妨げま
せんが、本県及び本事業に関する内容の問合せについては、委託契約締結
後に実施するようにしてください。

19 委託業務仕様書 Ｐ３ ４-(３)
SHIBUYA QWS 内に設
置する拠点の運営

会員規約に則って、和歌山県の担当者として立ち回る場合、名刺はご用意
していただけますでしょうか。

県で名刺を作成し、用意する想定はしておりません。


